
 

 

 

 

 

２学期終業式の校長講話より 「山ノ内町こども基本条例」について◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

今日で長かった２学期が終わります。１１月末から１２月 

にかけて３クラスが学級閉鎖となるほど、インフルエンザが 

流行しました。変異株が確認されているようで、今年は感染 

力がとても強いという印象です。 

１２月１１日には、石川県の富来中学校とのリモート交流 

が行われました。志賀町は金沢市から北の能登半島の根本に 

あたる場所にあり、人口約１万７千人、富来中は全校生徒が 

５２人だそうです。住んでいる町や学校の紹介をしあって、 

互いについて知ることができました。先日も震度４の地震が 

あり、心配です。富来中の皆さんが安心して生活できること 

を願います。今後もこのご縁をつないで欲しいと思います。 

今日は、６月の校長講話でも触れた「山ノ内町こども基本 

条例」について話したいと思います。まず、町の教育委員会 

がつくった資料で説明します。 

この条例には、「町、保護者、町民及びこどもが育ち学ぶ 

施設の関係者は、こどもが安全で安心して育ち学ぶことがで 

きるよう次に掲げるこどもの権利を尊重するものとする」と 

あります。そして、こどもがもつ権利として、（１）生きる 

権利（２）育つ権利（３）守られる権利（４）参加する権利 

があります。 

１１月１６日に行われた「学校づくりシンポジウム」に 

まちづくりこども委員会のメンバーである１年生女子２名 

が参加して、自分の考えを自分のことばで話してくれまし 

た。これはまさに、４つ目の参加する権利（今回は、意見 

を言える権利）に当てはまることだと思います。 

あと４年と３ヶ月後の令和１２年４月には、町内の小中 

学校が一つになって、山中敷地内に義務教育学校としてス 

タートします。新しく建てる校舎や今使っている中学校校 

舎や教室など施設面での検討がこれから始まります。また、 

新しい学校は１年生から９年生までのつながりをもった学 

校になるので、その学習内容や方法などソフト面での検討 

も始まります。これらを考えるときに、先生方を含む大人 

だけで考えるのではなく、こどもたちの意見を取り入れる 

必要があります。今、中学生である皆さんは開校する時には卒業してしまいますが、自分たちの後輩（ま

たは兄弟がいる人がいるかもしれませんね）がどういう環境で学校生活を送ってほしいかを一緒に考え
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てほしいと思います。 

話は変わりますが、先週１２月１８日に生徒総会が行わ 

れ、新役員が承認されました。また、１９日には引継会も 

ありました。３年生の皆さん、ここまで本当にお疲れ様で 

した。皆さんが大事にした「挑戦して、実践する」姿は後 

輩に受け継がれます。本当に、ありがとうございました。 

１，２年生は３年生の姿から学んだことを生かし、発展さ 

せましょう。 

さて、明日から１月７日までいよいよ冬休みに入ります。 

うがい・手洗い・マスクをし、自分の体を毎日チェックし 

て、健康に過ごしましょう。また、家族の一員として家庭 

に貢献する休みにしてください。交通安全にはくれぐれも 

気をつけ、よい年を迎えましょう。そして、１月８日には、 

全員元気に会えることを楽しみにしています。 

第２回生徒総会・生徒会引継会◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

１２月１８日（木）に生徒総会が行われました。３年生が中心とな 

る生徒会活動のまとめとなります。質疑応答では、自分の言葉で誠実 

に答えようとする委員長、副委員長の成長した姿が随所に見られまし 

た。生徒会スローガンは「Ｔｒｉａｌ ａｎｄ ｅｒｒｏｒ」、従来の 

活動だけでなく、新たな取組にも挑戦し、成果を残した生徒会活動で 

すが、校長先生からは「エラーしてもカバーすれば大丈夫」という励 

ましの言葉がありました。翌日には、早速引継ぎ会が行われ、２年生 

新役員へ活動の中心が引き継がれました。１月からは１・２年生が主体となり、生徒会活動が再スター

トとなります。 

富来中学校とのオンライン交流会◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

能登半島地震に際し、生徒会が災害義援金を贈った縁で昨年メッセー 

ジをいただいた、石川県志賀町立富来中学校の生徒会とオンラインでの 

交流会が行われました。互いの学校の様子や特徴的な取組、活動等を紹 

介し合った後は、今後やってみたいこと等について意見交換しました。 

「実際に会ってみたい」という声も多くありました。継続的な交流機会

に発展していくといいですね。 

 

「税についての標語・作文」「読書感想文」表彰式が行われました◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 １１月２６日（水）「税についての標語・作文」、 

１２月１７日（水）「県読書感想文コンクール」 

の表彰式が校内で行われ、それぞれ９名、２名の 

生徒が受賞し、関係者から賞状が授与されました。 

この他にも全国中学生作文コンクール、防火ポス 

ターコンクール、人権作文コンテスト等でも入賞、 

受賞のあった２学期でした。 



保護者の皆様へ（お願い・お知らせ）◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

○降雪があり、寒い日が続いています。インフルエンザ等感染症の流行時期でも 

ありますので、体調管理・予防には十分気を付け、家庭での時間も大切にし、 

健康的に過ごしてください。何かありましたら学校（当番や学校職員がいない 

日、時間帯で緊急の場合は、役場・代表 ☏ ３３－３１１１となります）まで 

連絡をいただきますようお願いいたします。 

また、感染症罹患が判明した場合、その他発熱、体調不良等により、冬休み明け１月８日（木）に欠席

することがはっきりした場合は、その時点で tetoru に入力していただきますよう、ご協力をお願いい

たします。 

〇１２月のお忙しい時期に個別懇談会、学校評価アンケートへのご協力をいただき、誠にありがとうござ 

いました。３学期も引き続き学校運営、学校生活にご支援とご協力いただけますよう、よろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

◎「いじめ・人権・セクハラ・体罰」 

相談窓口は校長室・保健室・心の教室です 

校長室、保健室、心の教室を相談窓口として設置

しています。何か困ったことがあったら相談でき

る場所です。一人で悩まずに相談してみましょう。

保護者の方もご利用ください。 
山ノ内町立山ノ内中学校  文責：    (教頭) 

℡ 0269-33-3604  Fax 0269-33-8438 

◎「非違行為防止研修」に取り組んでいきます 

地域に信頼される安心・安全な学校づくりを目

指して、年間を通して取り組んでまいります。 

１２月は時間に余裕をもった行動の確認、非違

行為根絶に向けて自己目標見直しをしました。 


